
子どもの権利条例前文整理後の文章（佐藤委員） 
前文 
                        この権利は「人格」に 
 子どもは、生まれたときから一人ひとりが人としての権利をもち、かけがえ

のない世界にたった一人の大切な存在であり、幸せに生きる権利を持っていま

す。この権利は、人間が長い歴史の中で大変な努力をして手にしてきたもので

す。 

A をここに置きなおす 

 子どもは、あらゆる差別や暴力を受けることなく、大人の愛情と理解をもっ

て育まれる中で、すこやかに成長します。 

A 

 子どもは、自分の権利について学び、気づき、身につけていく中で、他の

人の権利を大切にし、お互いの権利を尊重しあえる力をつけていくことがで

きます。 

B 

 大人は、子どもと誠実に向き合い、子どもの思いを受け止め、子どもの最

善の利益のために、ともに考え、支えていく責任があります。 

 

C；ここはカットし、下の（ ）の文を生かす。 

 子どもは、自分で考え判断し行動していくことが出来るよう、社会におけ

る役割や責任を自覚し、自ら学んでいく姿勢をもつことが大切です。 

（子どもの権利を大切にすることは、子どもが自分で判断し自信と誇りをもっ

て生きていくように励ますことです。それによって子どもは、自ら考え、責任

をもって行動できる大人へと成長していきます。） 

D; ここはカットし、下の（ ）の文を生かす。 

 子どもは、大人とともに社会を構成するパートナーです。子どもは、社会の

一員として尊重され、また、将来へ向けて社会を築いていく未来への「希望」

です。 

（子どもは、大人とともに北広島をつくっていく仲間です。子どもが参加し、

子どもの視点（立場・目線）に立ってつくられたまちは、すべての人にとって

やさしいまちとなります。子どもは、責任ある社会の一員として尊重され、大

人とともに北広島のまちづくりを担っていきます。） 

B の文をここに置き直す。 

 （子どもは、平和と豊かな環境のなかでこそすこやかに成長していくことが



できます。） 

 （そして、その成長は子どもが持つ権利を保障することによって可能となり

ます。） 

 

 私たちは、北広島市が平和を願うまちであることに誇りを持っています。 

平和を誓う街、ここ北広島市において、子どもは未来につなぐ希望であり、平

和の灯りをいつまでも絶やさないために、大切に育んでいかなければなりませ

ん。そのために、大人はオアシスのように潤いのある社会が子どもを健全な大

人に育てる土壌を作り上げ、大切に守りとおさなければなりません。 

（そのために、大人は、子どもの身近な場所に、安全に安心して過ごすことが

でき、楽しく遊んだり学んだりできる「居場所」（環境）をつくるよう努力しな

ければなりません。） 

 

 このことは、私たち北広島市民が果たさなくてはならない役割であり、子ど

もが夢と希望を持ち幸せに暮らせるまちづくりを目指し、日本国憲法及び児童

の権利に関する条約の理念（考え方）に基づき、北広島市子ども権利条例を定

めます。 

 

第 1 条 この条例は、市民に幅広く子どもの権利を普及させ、子どもの権利を

守り、成長を支援する仕組みなどについて定めることにより、子どもの権利の

保障をはかることを目的とします。 

第 2 条 この条例において「子ども」とは、市内に居住または通勤している１

８歳未満の人とこれに準ずる人をいいます。       通学・通勤とする 
 


